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窓 口 業 務 担 当 課 場 所

□転入・転出・転居などの住民異動届の受付と住民票の写し等の交付
□住民異動届に伴う小中学校の転入学通知の交付
□印鑑登録の受付と印鑑登録証明書の交付
□戸籍の各種証明書の交付
□マイナンバーカード（個人番号カード）の交付※要予約
※戸籍届は宿直室（本庁北側玄関）で受領します。
※パスポート、広域交付住民票、おおいた広域窓口サービスの各業務は停止しています。

市 民 課
☎ 21-1135

グランド
フロア

（地下１階）

□税証明の発行（所得証明書・納税証明書など）
□原付バイクなどの登録・廃車（別府市ナンバーのみ）受付

市民税課
☎ 21-1119

□税証明の発行（評価証明書・公課証明書など） 資産税課
☎ 21-1120

□市税の納付受付 債権管理課
☎ 21-1121

□国民健康保険・後期高齢者医療保険（保険税（料）納付、納付相談、
　保険証の切替・取得・喪失・住所変更・再発行、マッサージ券発行、
　高額療養費の申請、限度額適用認定証の申請）
□国民年金（資格取得、住所変更、免除受付）

保険年金課
☎ 21-1148

□障害者手帳、その他住所変更に伴う手続
障害福祉課
☎ 21-1413
FAX 22-1780

１階
□児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成、
　子ども医療費助成、おおいた子育てほっとクーポンに関する手続、
　保育所入所に関する相談・手続

子育て支援課
☎ 21-1427

□介護保険資格の取得・喪失などの手続、介護保険料に関する手続、
　転入・転出に伴う要介護認定の手続

高齢者福祉課
（４月～介護保険課）

☎ 21-1463
□新入学児童生徒の保護者への入学通知書の発行
□学区外への通学に関する相談

学校教育課
☎ 21-1574 ５階

年度末・年度始の日曜窓口を開設します
　転勤・卒業・入学などにより３月下旬から４月上旬の転出・転入が多くなる時期に、市民の皆様の利便を図るため、市役
所本庁の住所変更に関係する窓口について「日曜窓口」を開設します。

　■開設日時　３月 28 日（日）、４月４日（日）　８時 30 分～ 17 時
　■開設窓口　本庁のみ
　日曜日のため、県・他市区町村・市役所内の他部署に関連する業務など一部取扱いできない業務があります。
　ご不明な場合は事前に各担当課にご確認ください。

★上下水道局では下記の業務を 24 時間年中無休で行っています
　上下水道局に直接お越しの際は、北側入口（正面玄関裏）の宿直室で手続をしてください。
　□上下水道料金等の収納
　□水道使用の開始・中止に関する受付（電話受付可）　　 問 　別府市上下水道局　☎ 23-0361

★地区公民館でも住民票の写しと印鑑登録証明書を交付しています
　下記の６つの地区公民館で交付を行っています（いずれも本人または住民票の同一世帯の人からの請求に限ります）。
　平日、土・日曜日、祝日（年末年始の休館日を除く）の８時 30 分～ 17 時まで利用できます。
　中央公民館（別府市公会堂）（☎ 22-4118　令和３年 10 月～令和４年３月を除く）
　北部地区公民館（☎ 67-8300）、西部地区公民館（☎ 23-7330）、中部地区公民館（☎ 25-4321）、
　南部地区公民館（☎ 21-3401）、朝日大平山地区公民館（☎ 66-1150）

● 請求できるのは、本人または同一世帯の人のみです。
● 「住民票の写し」を請求の際は、本人確認書類（運転免許証・パスポートなど）が必要です。
● 地区公民館では、マイナンバーや住民票コードが記載された「住民票の写し」は交付できません。
● 地区公民館では、転出・死亡した人の「住民票（除票）の写し」は交付できません。
● 地区公民館では、住民異動や印鑑登録などの手続はできません。
● 「印鑑登録証明書」を請求の際は、印鑑登録証が必要です。

引っ越しや住民票の世帯に
変更があったときは、14 日
以内に届出を出すよう法律
で義務付けられています。

©Team Beppyon
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別府税務署から確定申告のお知らせ
申告・納付期限

税　目 申告・納付期限

所得税及び復興特別所得税

４月 15 日（木）消費税及び
地方消費税（個人事業者）

贈与税

※税務署の申告相談会場への入場には当日発行また
はオンラインで事前発行する整理券が必要です。

※申告期限間近になると大変混雑します。お早めの
申告をお願いします。

※ 確定申告書はご自宅で作成し、e-Tax または郵送な
どで提出できます。詳しくは下記へ。

問 　別府税務署　☎２３－２１１１※自動音声案内

３月になりました
税の申告や車の手続は
お済みですか？

市 県 民 税 の 申 告 は 市 役 所 へ
申告期限　３月 15 日（月）まで（土・日曜日除く）
受付会場・時間　市役所１階レセプションホール　９時～ 16 時
※郵送受付も行っています。
◎ 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料や医療費の自己負担限度額、

公営住宅の家賃、認可保育園の保育料などの算定を正しく行うため
には、次の人も申告が必要です。

　※ 市内に住所を有する親族の扶養控除の対象であれば申告不要。
　① 収入がなかった人（学生、休職中、預貯金で生活など）
　② 非課税収入（雇用保険、児童扶養手当、労災保険、老齢福祉年金）

があった人
　➂ 非課税収入（遺族年金、障害年金）があった人。ただし一度申告す

れば原則翌年度以降は申告不要です。
　※扶養親族がいる場合は、翌年度以降も申告必要。
　➃合計所得金額 1,000 万円超で確定申告を必要としない人の同一生
　　計配偶者（同一生計配偶者本人の課税資料が提出されている場合
　　を除く）。
※ 詳しくは市報１月号６ページ、２月号８ページまたは市ホームペー

ジをご覧ください。
※マスクを着用してください。また検温結果が 37.5 度以上の人は入

場できません。
※時間帯によって窓口が混み合うことがあります。
　　　　　　　会場の待ち状況が確認できます▶
問 　市民税課普通徴収係　☎２１－１１１９

自動車の廃車・名義変更などは３月中に
　自動車の税金（軽自動車は市税、普通自動車は県税）は、４月１日現在の所有者に課税されます。軽自動車税（種別割）の納期
限は５月 31 日（月）です。軽自動車税（種別割）の税額は初年度検査年月から 13 年を超える車両に対して、重課税が適用されま
す。詳細は下記へお問い合わせください。

４月１日現在 ４月２日以降
 軽自動車

●新規登録…令和４年度から課税
●廃　　車…令和３年度まで課税
　　　　　　★月割課税制度なし
●名義変更…令和４年度から新しい所有者に課税

■市外に転出する場合は、下表①の各申告手続先
で住所変更などの手続が必要です。

■ 125cc 以下の原付バイク所有者が市外に転出す
る場合、転出先の市町村で廃車（抹消登録）と
新規登録ができる場合があります（ナンバープ
レートと印鑑要）。転出先の市町村へお問い合わ
せください。

 普通自動車 ●新規登録…登録した翌月から課税
●廃　　車…廃車手続した月まで課税
　　　　　　★月割課税制度あり
●名義変更…令和４年度から新しい所有者に課税

■名義人が住所を変更した場合、県税事務所（電
話可）と運輸支局に届出をしてください。

■引越しや売買によって、他の都道府県のナン
バーに変わった場合、自動車税（種別割）の月割
計算による還付や新たな課税はされません。

区分 車種 申告手続先

①軽自動車

原付（125 ㏄以下）、
小型特殊自動車

別府市役所　市民税課 32 番窓口（税制係）☎ 21-1119
※廃車申告手続のみ各出張所でもできますが、ナンバープレートと印鑑が必要です。

四輪軽自動車 大分県軽自動車協会　☎ 097-524-0222 （代行）※有料
別府地区自家用自動車協会（若草町 3-32）
☎ 25-1284

バイク（126 ㏄以上） 九州運輸局大分運輸支局
☎ 050-5540-2087②普通自動車

▼ ▼  ご注意ください！
　　 自動車やバイクを使用しなくなったときは３月末までに廃車（抹消登録）や名義変更（移転登録）の申告手続を行わないと、

引き続き課税されます。

▼ ▼ 税の減免制度
　　 身体に障がいのある人などが一定の要件に該当する場合、軽自動車税（種別割）または普通車の自動車税（種別割）が減免に

なる制度があります。詳しくはお問い合わせください。

問 　軽自動車：市役所市民税課税制係　☎２１－１１１９／普通自動車：大分県別府県税事務所　☎６７－８２１１

所
有
者
に
課
税

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
申告期限が延長されました。

税の申告や車の手続は
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市民課・保険年金課の窓口混雑状況をＷＥＢで確認できます
　３月～４月は住所変更の手続などで市民課や保険年金課の窓口が大変混雑します。このサービスを利用
することで、パソコンやスマートフォンなどから混雑状況や呼び出し中の受付番号をリアルタイムで確認
でき、各窓口が混雑する日や時間帯を避けてスムーズに手続ができます。また待合での密集を避けられる
ため、新型コロナウイルス感染対策にも活用できます。

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
時
間
外
窓
口

「
仕
事
で
納
付
に
行
け
な
い
」

な
ど
で
お
困
り
の
人
の
た
め
に

時
間
外
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

　

保
険
税
・
保
険
料
の
納
付
や

納
付
相
談
、
加
入
や
脱
退
の
手

続
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
電
話

相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

日
時
（
３
月
）

　

①
９
日
㈫　

17
時
30
分
～
20
時

　

②
28
日
㈰　

８
時
30
分
～
17
時

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

健康保険のオンライン資格
確認が始まります

　マイナンバーカードでの病院受診などを可能に
するオンライン資格確認が開始されます。

▷開始時期　令和３年３月以降システム導入済の
　　　　　医療機関などで順次開始

▷できるようになること
　①マイナンバーカードでの病院受診
　　※マイナポータルでの事前登録が必要です。
　②健康保険の資格や限度額の適用区分の確認など

※引き続き保険証でも受診可能です。またシステ
ム導入前の医療機関などを受診する際は、今ま
でどおり保険証や、必要に応じて限度額適用認
定証をお持ちください。

※別府市の国民健康保険の加入者については、オ
ンライン資格確認開始に伴い、保険証の番号に
枝番を追加し、７月の更新の際に送付します。
現在お持ちの保険証は、枝番がなくても有効期
限までそのまま利用可能です。

　３月～４月は住所変更や就職などにより健康保
険の変更が多くなります。異動があった人は、忘
れずに届出をお願いします。
問 　保険年金課　☎２１－１１４８

問 　市　民　課　☎２１－１１３５
　　保険年金課　☎２１－１１４８

　 確 認 方 法 　◎３つの方法があります
◎ 別府市ホームページから確認
　　　　　　こちらからアクセスできます▶
◎ 別府市ＬＩＮＥ公式アカウントから確認
◎ 窓口で発行されるＱＲコードから確認
　　 窓口受付発券機からＱＲコードが印刷された番　　
　 号チケットが発券されます。スマートフォンなど　　
　 でＱＲコードを読み込むと、情報が確認できます。

 混雑状況を
 確認できる手続

【市　民　課】
　住民票・印鑑証明などの発行
　住所変更・印鑑登録の手続
　 戸籍届出（出生・婚姻など）の手続
　マイナンバーカード交付などの手続　など

【保険年金課】
　加入・脱退・変更の手続
　保険税・保険料の納付手続　など

国
民
健
康
保
険
証

の
発
送

◆
70
歳
に
な
る
人

　

国
民
健
康
保
険
加
入
中
で
70

歳
に
な
る
人
（
昭
和
26
年
３
月

２
日
～
昭
和
26
年
４
月
１
日
生

ま
れ
）
へ
、
令
和
３
年
７
月
末

日
ま
で
の
高
齢
受
給
者
証
一
体

型
保
険
証
を
３
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

問　
保
険
年
金
課　

☎
（21）
１
１
４
８

国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
減
免
申
請

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
る
国
民
健
康
保

険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
減
免
申
請
の
期
限
は
、
３

月
31
日
㈬
で
す
。

　

令
和
２
年
の
事
業
収
入
等
が

令
和
元
年
の
当
該
事
業
収
入
等

に
比
べ
て
３
割
以
上
減
少
す
る

な
ど
、
要
件
に
該
当
す
る
人
は

期
限
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
下
記
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
問　

保
険
年
金
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
４
８

市民課・
保険年金課の
窓口混雑状況

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
㈱
デ
ン

ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録

商
標
で
す
。
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　申請方法がわからない人に、下記の日
程でマイナンバーカード・マイナポイン
トの出張申請サポートを行います。

重
度
身
体
障
が
い
者
タ

ク
シ
ー
利
用
券
の
交
付

　

こ
れ
ま
で
重
度
身
体
障
が
い

者
が
リ
フ
ト
付
き
タ
ク
シ
ー
を

利
用
し
た
場
合
に
限
り
、
利
用

料
金
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま

し
た
が
、
令
和
３
年
度
か
ら
利

用
範
囲
を
拡
大
し
︑
一
般
タ
ク

シ
ー
や
福
祉
タ
ク
シ
ー
な
ど
も

利
用
可
能
と
な
り
ま
す
︒

配
布
期
間　

３
月
25
日
㈭
～

対
象　

下
肢
機
能
、
体
幹
機
能

ま
た
は
移
動
機
能
障
害
２
級

以
上
の
身
体
障
害
者
手
帳
を

お
持
ち
の
人

※
総
合
等
級
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

必
要
書
類　

身
体
障
害
者
手
帳

交
付
・
問　

障
害
福
祉
課

　
　
　
　
　

☎
（21）
１
４
１
３

マイナンバーカード・マイナポイントの出張申請サポートを行います

自
動
車
税
・
軽
自
動
車

税
減
免
の
判
定
見
直
し

　

県
で
は
障
害
者
手
帳
を
お
持

ち
の
人
が
所
有
す
る
自
動
車
に

つ
い
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た

す
場
合
に
、
自
動
車
税
及
び
軽

自
動
車
税
環
境
性
能
割
を
減
免

し
て
い
ま
す
。

　

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
人
の

幅
広
い
社
会
参
加
を
よ
り
一
層

支
援
す
る
た
め
、
３
月
１
日
か

ら
同
一
障
害
区
分
（
下
肢
不
自

由
な
ど
）
、
級
で
２
つ
の
重
複

す
る
障
が
い
を
有
す
る
人
の
減

免
の
判
定
方
法
を
見
直
し
ま

す
。
詳
し
く
は
左
記
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車

　

税
環
境
性
能
割
に
つ
い
て

　

別
府
県
税
事
務
所

　

☎
（67）
８
２
１
１

　
軽
自
動
車
税

　

種
別
割
に
つ
い
て

　

市
民
税
課

　

☎
（21）
１
１
１
９

宝くじ助成金によるコミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターでは、宝くじの社会貢献
広報事業として、地域のコミュニティ活動の充実・強
化を図るためのコミュニティ助成事業を行っています。
①別府市消防団活動用備品
②別府市少年消防クラブ
　火災予防運動等活動用備品の整備
　地域の防災力向上を図るため、令和２年度の宝くじ
助成金を活用して、別府市消防団にトランシーバーを、
別府市少年婦人防火委員会にはっぴ、蛍光反射メッシュ
横断幕、防災教育ＤＶＤを整備しました。
問 　消防本部庶務課　☎２５－１１２３ 

ひとまもり・おでかけ支援事業
バス回数券の販売は３月 31 日まで
対象者　①令和２年度末時点で満 70 歳以上
　　　　②別府市に住民票がある　➂バスの利用が可能
利用期限　令和４年６月 30 日（木）
販売価格　１冊千円（額面２千円分）※１人 10 冊まで
※今年度すでに 10 冊購入している人は購入できません。
　詳細は下記へお問い合わせください。
問 　高齢者福祉課　☎２１－１４４２

【３月巡回予定】　各回 10 時～ 16 時
３日（水）  南部地区公民館
５日（金）  朝日出張所
10 日（水）  亀川出張所（あすなろ館）
12 日（金）  西部地区公民館
17 日（水）  朝日大平山地区公民館
19 日（金）  南部出張所
24 日（水）  中央公民館
26 日（金）  中部地区公民館

　３月下旬頃までに、マイナンバーカード（個人番号カー
ド）をお持ちでない人に、地方公共団体情報システム機構
からマイナンバーカードの申請に必要な「ＱＲコード付き
交付申請書」が再送付されます。
　スマートフォンやタブレットからオンライン申請してい
ただくか、郵送申請の場合は必要事項を記入のうえ、写真
を貼り、同封の返信用封筒でポストに投函してください。
※郵送申請先は市役所ではありません。
※右記申請サポートの詳細は、市報１月号12ページ、マイ

ナポイントの詳細は市報12月号４ページをご覧ください。
問　ＱＲコード付き交付申請書に関すること
　　マイナンバー総合フリーダイヤル　
　　☎０１２０－９５－０１７８
　　出張申請サポートに関すること　
　　総合政策課　☎７５－８５２１

休日申請支援
日時　３月14日（日）９時～16時
場所　市役所１階　レセプションホール
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※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

浄
化
槽
を
お
使
い
の
皆
さ
ん
へ

浄
化
槽
の
法
定
検
査

を
受
検
し
ま
し
ょ
う

　

浄
化
槽
は
定
期
的
な
保
守
点

検
と
清
掃
の
ほ
か
、
浄
化
槽
の

機
能
が
き
ち
ん
と
確
保
さ
れ
て

い
る
か
を
確
認
す
る
法
定
検
査

を
年
１
回
受
検
す
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。
き
れ
い
な
川
を
守
る

た
め
に
も
法
定
検
査
を
受
検
し

ま
し
ょ
う
。

※
検
査
に
は
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

　
　

東
部
保
健
所
衛
生
課

　
　

生
活
衛
生
・
環
境
班

　
　

☎
（67）
２
５
１
３

　
　

環
境
課
別
府
市
リ
バ
ー
サ

　
　

イ
ド
オ
ア
シ
ス
春
木
苑

　
　

☎
（66）
１
８
３
１

検
査
の
申
込

　

大
分
県
環
境
管
理
協
会

　
☎
０
９
７（
５
６
７
）１
８
５
５

狂
犬
病
予
防
注
射

◆ 

狂
犬
病
予
防
注
射
の
案
内
文
書

を
３
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

　

案
内
文
書
に
記
載
さ
れ
た
登

録
事
項（
飼
い
主
の
住
所
・
氏

名
及
び
犬
の
名
前
な
ど
）を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
犬
の
死
亡
、

登
録
事
項
が
変
更
に
な
っ
た
場

合
は
必
ず
環
境
課
に
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。

　

集
合
注
射
会
場（
案
内
文
書

に
記
載
）は
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
か
か
り
つ
け
の
動
物
病

院
で
の
受
診
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※ 

詳
細
は
市
報
４
月

　

号
に
掲
載
し
ま
す
。

問　

環
境
課

　
　

☎
（21）
１
１
３
４

　

市
で
は
︑
市
の
資
産
を
活
用
し
た
広
告
掲
載
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
︒

左
記
の
媒
体
を
使
っ
て
︑
会
社
の
Ｐ
Ｒ
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
︒

広
告
掲
載
募
集

  

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
広
告

　

別
府
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
に
バ
ナ
ー（
画
像
）
ま

た
は
テ
キ
ス
ト（
文
字
）を
掲
示　

※
随
時
受
付
し
て
い
ま
す
。　
　

掲
載
期
間　
令
和
３
年
５
月
６
日
㈭

　

～
令
和
４
年
５
月
１
日
㈰　
　
　

申
込
期
限　

３
月
31
日
㈬
必
着

種
類

枠
数

１
枠
当
た
り

月
額
︵
税
込
︶

バ
ナ
ー

10

１
万
円

テ
キ
ス
ト

5

申
問　

情
報
推
進
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
２
４

清
掃
車
両
広
告　

　

ご
み
収
集
車
両
の
両
側
面
及
び

背
面
に
広
告
を
掲
示　
　
　
　
　

掲
載
期
間　
令
和
３
年
５
月
６
日
㈭

　

～
令
和
４
年
４
月
28
日
㈭　
　
　

申
込
期
限　

４
月
１
日
㈭
必
着

対
象
車
両

台
数

１
台
当
た
り

年
額
︵
税
込
︶

３
ト
ン
車

１

 

24
万
円

3.5
ト
ン
車

１

27
万
６
千
円

申
問　

環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　
　

☎
（66）
５
３
５
３

経
済
セ
ン
サ
ス

調
査
員
募
集

　

全
て
の
事
業
所
の
売
上
や
費

用
な
ど
の
経
理
項
目
を
把
握
し
、

そ
の
経
済
活
動
を
全
国
及
び
地

域
別
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

５
年
に
一
度
実
施
さ
れ
る
経
済

セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
の
調
査
員

を
募
集
し
ま
す
。

内
容　

調
査
説
明
会
へ
の
参
加
、

対
象
事
業
所
へ
の
調
査
書
類

の
配
布
及
び
回
答
依
頼
な
ど

※
報
酬
あ
り
。

期
間　

令
和
３
年
５
月
～
６
月

　
　
　
（
予
定
）

対
象　

20
歳
以
上
で
、
調
査

の
趣
旨
を
理
解
し
、
責
任
を

持
っ
て
調
査
の
事
務
を
遂
行

で
き
る
人

※
募
集
の
詳
細
は
左
記
ま
で
。

申
問　

情
報
推
進
課
統
計
係

　
　
　

☎
（21）
１
２
５
４

特
別
支
援
教
育
就
学

奨
励
費
の
お
知
ら
せ

　

別
府
市
で
は
、
市
内
小
中
学

校
に
在
籍
し
、
法
令
に
規
定
す

る
障
が
い
の
程
度
に
該
当
す
る

児
童
生
徒
の
保
護
者
を
対
象
に
、

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
、
学
用
品
・
通
学

用
品
購
入
費
及
び
新
入
学
学
用

品
・
通
学
用
品
購
入
費
の
支
給

に
つ
い
て
は
、
保
護
者
が
購
入

し
た
際
の
領
収
書
な
ど
が
必
要

で
す
。
申
請
を
希
望
す
る
場
合

は
、
領
収
書
な
ど
の
保
管
を
お

願
い
し
ま
す
。

※ 

詳
細
は
左
記
へ
。

問　

学
校
教
育
課　

☎
（21）
１
５
７
４

農
地
農
業
相
談

日
時　

３
月
18
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　
市
役
所
４
階
農
業
委
員
会
室

内
容　

農
地
、
農
業
に
関
す
る

　
　
　

相
談
な
ど

相
談
員　

農
業
委
員
、
農
地
利

　
　
　
　

用
最
適
化
推
進
委
員

※
予
約
は
３
月
10
日
㈬
ま
で
に　

電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　

☎
（21）
１
１
７
８

問

ホームページ下部の
太枠内が広告掲載スペースです
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※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

募集範囲　令和３年５月号～ 10 月号掲載分
発行部数　約５万部
広告の種類

種類 掲載寸法・カラー １ 枠 当 た り
月額（税込）

１種広告 横 88mm ×縦 48mm
モノクロまたは２色

３万円
（税込）

２種広告 横 178mm ×縦 48mm
モノクロまたは２色

６万円
（税込）

申込期限　３月 10 日（水）まで
　　　　　（以後空き枠について随時受付）
掲載枠数　１号あたり４段程度を予定
　　　　　（１種広告８枠相当）
※申込多数の場合は抽選になります。

市報べっぷ広告募集

※広告仕様、掲載条件、申込方法など詳しくは
　市ホームページをご覧ください。
　（市政⇒広告収入事業⇒市報べっぷ広告募集）

【掲載イメージ】

申 問 　秘書広報課　☎２１－１１２３

「まちの掲示板」ページの最下段が広告掲載スペースです。

◀
詳
し
く
は

こ
ち
ら

令
和
３
年
度 

交
通
災

害
共
済
申
込
受
付
中

掛
金

360
円
で

最
高

100
万
円
の
見
舞
金

　

交
通
災
害
共
済
と
は
、
国
内　

で
発
生
し
た
交
通
事
故
（
人　

身
事
故
に
限
る
）
に
対
し
て
、　

見
舞
金
を
支
払
う
制
度
で
す
。

掛
金　

１
人
：
年
額
360
円

共
済
期
間　
令
和
３
年
４
月
１

日
㈭
～
令
和
４
年
３
月
31
日
㈭

申
込
資
格　

別
府
市
に
住
民
登

録
し
て
い
る
人
（
外
国
人
含

む
）、
就
学
（
学
生
）
の
た
め

一
時
的
に
転
出
し
て
い
る
人

申
込
方
法　

市
民
課
、
各
出
張

所
、
各
地
区
公
民
館
に
置
い
て

い
る
加
入
申
込
書
（
３
枚
複

写
）
に
住
所
、
氏
名
、
生
年
月

日
、
性
別
、
電
話
番
号
を
記
入

し
、
掛
金
を
添
え
て
左
記
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
場
所

　

市
民
課
、
各
出
張
所

　

※
公
民
館
で
は
申
込
不
可
。

問　

市
民
課　

☎
（21）
１
１
３
６

令
和
４
年
成
人
式

実
行
委
員
募
集

内
容　

実
行
委
員
会
を
組
織
し
、

　

月
１
～
２
回
程
度
の
会
議
を

　

行
い
成
人
式
の
企
画
、
準
備
、

　

運
営
を
行
い
ま
す
。

対 

象　

平
成
13（
２
０
０
１
）年

　

４
月
２
日
～
平
成
14（
２
０

　

０
２
）
年
４
月
１
日
ま
で
の

　

間
に
生
ま
れ
た
人

申
込
方
法　

電
話
、
メ
ー
ル
、

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
の
い
ず
れ
か
で
左
記

　

へ
申
込
み
（
氏
名
、
住
所
、

　

電
話
番
号
、
生
年
月
日
、
出

　

身
中
学
校
を
ご
連
絡
く
だ
さ

　

い
）。

申
問  

社
会
教
育
課  

　

☎
（21）
１
５
８
７

　

FAX 

（22）
５
１
０
０

　
　

lle-be@
city.beppu.lg.jp

スポーツ安全保険
　仲間と一緒に “楽しく安心して” 活動す
るために、団体活動中、往復中の事故を
対象とした保険です。詳しくはホームペ
ージまたは下記へお問い合わせください。
対象　４人以上のアマチュアの団体・グ
　　　ループが行うスポーツ・文化・レ
　　　クリエーション・ボランティア・
　　　地域活動
保険期間　令和３年４月 1 日
　　　　　～令和４年３月 31 日
※加入手続日が 4 月 1 日以後の場合は加
　入手続日の翌日から。
※申込用紙はスポーツ健康課（市役所５

階）　、大分銀行に置いています。便利な
インターネット加入もできます。

問 　スポーツ安全協会　大分県支部
　　☎０９７－５５２－０４００

  スポーツ安全協会 検索

消
費
生
活
相
談

　

消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

な
ど
の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

日
時　

毎
週
月
～
金
曜
日

　

９
時
～
16
時
30
分（
祝
日
除
く
）

場
所
・
問　

別
府
市
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
（
市
役
所
４

階
産
業
政
策
課
内
）

　

☎
（21）
１
８
８
１

債
務
者
相
談
会

（
要
予
約
）

　

弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の

相
談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困

り
の
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
程　

①
３
月
11
日
㈭

　
　
　

②
３
月
25
日
㈭

時
間　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

４
Ｆ
｜
２
会
議
室

定
員　

各
６
人（
先
着
順
）

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申

問　

産
業
政
策
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
３
２
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た
だ
し
婚
約
済
み
で
当
選
後
、

指
定
の
入
居
日
か
ら
３
か
月

以
内
に
入
籍
予
定
の
場
合
は

申
込
み
が
で
き
ま
す
。

② 

当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審

査
を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申

込
資
格
に
合
致
し
な
い
場
合

は
入
居
で
き
ま
せ
ん
。

③ 

市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し

た
月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で

す
。
当
選
前
の
内
見
は
で
き

ま
せ
ん
。

④ 

市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内

で
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち

込
み
は
禁
止
で
す
。

空
家
情
報
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
(27)
０
８
３
９（
24
時
間
案
内
）

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト　
（w

w
w.oita-jkk.jp)

　
「
大
分
県
住
宅
供
給
公
社
」→

　
「
別
府
市
営
住
宅
」

各
出
張
所
窓
口　

間
取
り
の
み

の
条
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
。

Ⓐ
控
除
後
の
月
額
所
得
が
15
万

　
８
千
円
を
超
え
25
万
９
千
円

以
下

Ⓑ
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
向

け
住
宅
は
令
和
３
年
５
月
１

日
現
在
の
年
齢
が
35
歳
以
下

の
者
か
ら
な
る
夫
婦
で
他
に

同
居
人
が
い
な
い
こ
と
、
ま

た
は
35
歳
以
下
の
単
身
者

■
申
込
方
法

必
要
書
類
（
要
印
鑑
）
を
添

え
、
期
限
内
に
申
込
み
を
。

※ 

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類

が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
上
の
注
意
事
項

①  

婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

（
夫
婦
別
居
中
、単
身
赴
任
等
）

で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

単
身
で
申
し
込
む
場
合

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に

加
え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥ 

入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上

で
あ
る
こ
と

⑦
身
体
障
害
者
手
帳　
（
１
級
～

　

４
級
）を
持
っ
て
い
る
こ
と

⑧
精
神
障
が
い
者

　
（
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
級
～
３
級
程
度
）

⑨
知
的
障
が
い
者（
⑧
と
同
程
度
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者

※
身
障
者
用
住
宅
は
、
身
体
障

害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級

保
持
者
で
、
車
い
す
利
用
者

が
い
る
こ
と
。

◆
若
年
夫
婦
・

　

若
年
単
身
者
用
住
宅（
１
戸
）

申
込
資
格　

一
般
公
営
住
宅
の

申
込
資
格
①
③
④
に
加
え
、
次

◆
一
般
公
営
住
宅
（
28
戸
）

申
込
資
格　

次
の
条
件
を
全
て 

　

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

① 

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公

営
住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家

が
あ
る
人
は
申
込
不
可
）

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　
（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
）

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る

④ 

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団

員
で
な
い
こ
と

⑤ 

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し

て
控
除
後
の
月
額
所
得
が

15
万
８
千
円
以
下

※ 

条
件
に
よ
り
所
得
の
上
限
が
緩

和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
込
期
間　

　

３
月
1
日
㈪
～
12
日
㈮

抽
選
日　

３
月
20
日
㈯
㈷

住宅名 募集
戸数 棟 階数 入居基準

光の園
１ Ｄ ３

単身者
・家族

１ Ｆ ５
１ Ｊ ３

鶴見

１
Ａ

３
１ ４
１ Ｇ ４
１

Ｈ
４

１ ５

青山
１ Ｂ １ 単身者・家族

(身障者用)
１ Ｃ ４

家族

竹の内 １ Ｄ ３

宮園
１ Ａ ４
１ Ｂ ４

上野口 １ Ｄ 簡二

石垣原
１

Ａ
２

１ ３
２ Ｂ 簡二

北中 １ Ｂ ２

古賀口
１

Ｃ
１

１ ３
新別府 １ Ａ ３

扇山
１ Ｃ ３
１ Ｄ １

野口原 １ Ｂ １
朝見再開発 １ Ａ ２

石田
１ Ａ ４
１ Ｂ ４

松原
（特公賃） １ ー ５ 若年夫婦・

若年単身者
◆申し込みにはマイナンバーが必要です
　市営住宅の申込みには、来た人の本人
確認と、申込者（入居者全員分）のマイ
ナンバーの提示が必要となります。「通
知カード」か「マイナンバーカード」と
身分証を忘れずにお持ちください。

申
問　

別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
（21）
２
２
０
０

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

年
度
末
の
路
上
工
事
を

中
止
・
抑
制
し
ま
す

　

大
分
県
路
上
工
事
縮
減
対
策

推
進
協
議
会
に
お
い
て
決
定
さ

れ
た
別
府
市
道
11
路
線
に
つ
い

て
、
工
事
に
よ
る
渋
滞
を
緩
和

す
る
た
め
、
年
度
末
の
路
上
工

事
を
中
止
・
抑
制
し
ま
す
。

中
止
・
抑
制
期
間　

　

２
月
26
日
㈮　

22
時
か
ら

　

４
月
１
日
㈭　

９
時
ま
で

※
期
間
中
６
時
～
18
時
ま
で
の

　

間
は
工
事
中
止
。
中
止
時
間

　

帯
以
外
は
工
事
抑
制
。

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　

道
路
河
川
課

　
　

☎
（21）
２
５
６
０

空
き
家
バ
ン
ク
に

登
録
し
ま
せ
ん
か

　

別
府
市
で
は
、
空
き
家
を
活

用
し
て
、
移
住
や
定
住
を
検
討

し
て
い
る
人
を
支
援
す
る
た
め

に
「
空
き
家
バ
ン
ク
」
制
度
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
別
府
市
に

空
き
家
を
お
持
ち
で
、
有
効
活

用
し
た
い
と
い
う
人
か
ら
の
情

報
提
供
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

問　

建
築
指
導
課

　
　

☎
（21）
１
１
１
４
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催
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一 部 の 市 営 温 泉 の 営 業 が 変 わ り ま す
　４月１日（木）から、市営温泉の衛生管理対策の強化を図るため、一部市営温泉
に清掃時間（または休館日）を設けます。ご不便をおかけしますが、利用者の皆さ
んに衛生的な入浴環境を提供するため、ご協力をお願いします。

立
地
適
正
化
計
画

を
作
成
し
ま
し
た

　

将
来
的
に
、
公
共
交
通
の
利

便
性
の
高
い
と
こ
ろ
な
ど
に
生

活
に
必
要
な
施
設
や
居
住
を
誘

導
し
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら

し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
持
続

可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す

別
府
市
立
地
適
正
化
計
画
を
作

成
し
ま
し
た
。
都
市
政
策
課
ま

た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
閲
覧

で
き
ま
す
。

問　
都
市
政
策
課（
市
役
所
３
階
）

　
　

☎
（21）
１
４
７
１

３
月
1
日
～
７
日
は

春
季
全
国
火
災
予
防

運
動
週
間

そ
の
火
事
を　

防
ぐ
あ
な
た
に

金
メ
ダ
ル

い
の
ち
を
守
る
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

３
つ
の
習
慣

・
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い
。

・
ス
ト
ー
ブ
か
ら
燃
え
や
す
い

　

も
の
を
離
す
。

・
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
を
使
用
中

　

は
そ
の
場
を
離
れ
な
い
。

４
つ
の
対
策

・
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
住
宅

用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

・
寝
具
、
衣
類
や
カ
ー
テ
ン
か

　

ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
防

　

炎
品
を
使
用
す
る
。

・
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す

　

た
め
に
、
住
宅
用
消
火
器
な

　

ど
を
設
置
す
る
。

・
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由

　

な
人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近

　

所
の
協
力
体
制
を
作
る
。

問　

消
防
本
部
予
防
課

　
　

☎
（25）
１
１
２
５

都
市
計
画
道
路
事
業

事
業
計
画
の
変
更

　

都
市
計
画
道
路
事
業
の
変
更

を
左
記
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。

内
容　

事
業
施
行
期
間
の
変
更

対
象
道
路
名
称

◆
３
・
４
・
15
号

　

亀
川
駅
西
線
（
駅
前
広
場
）

完
成
予
定
日
を
令
和
７
年
３

月
31
日
に
変
更

◆
３
・
３
・５
号
山
田
関
の
江
線

　

３
・
４・
15
号
亀
川
駅
西
線

完
成
予
定
日
を
令
和
７
年
３

月
31
日
に
変
更

◆
３
・
４
・
８
号
浜
脇
秋
葉
線

完
成
予
定
日
を
令
和
14
年
３

月
31
日
に
変
更

縦 

覧
場
所
・
問　

　

都
市
整
備
課（
市
役
所
３
階
）

　

☎
（21）
１
３
８
８

道
路
の「
里
親
」募
集

　

市
民
の
皆
さ
ん
や
団
体
、
事

業
所
な
ど
が
道
路
の
里
親
と
な

り
、
身
近
な
道
路
を
養
子
と
み

な
し
て
清
掃
な
ど
の
美
化
活
動

を
通
じ
、
面
倒
を
見
て
い
た
だ

く
制
度
で
す
。

申
込
方
法　
「
里
親
」
と
し
て

管
理
し
て
い
た
だ
け
る
道

（
市
道
及
び
県
道
）
の
区
域

を
決
め
て
か
ら
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
左
記

へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

申
問　

道
路
河
川
課

　
　
　

☎
（21）
２
５
６
０

下記施設は営業時間中に 1 時間の清
掃時間を設けます。清掃時間中は入
館・入浴ができません。

施設名 清掃時間
浜田温泉  12 時～ 13 時

亀陽泉  13 時～ 14 時
柴石温泉

 14 時～ 15 時

堀田温泉
不老泉

田の湯温泉
海門寺温泉

永石温泉
浜脇温泉

下記施設は清掃・保守点検などのた
め月１回の休館日を設けます。
※祝日などで変更になる場合があります。

施設名 休館日
不老泉 第１月曜日

田の湯温泉 第１火曜日
浜田温泉 第１木曜日

海門寺温泉 第２月曜日
永石温泉 第２火曜日
浜脇温泉 第３月曜日

竹瓦温泉（普通浴） 第３水曜日
※竹瓦温泉（砂湯）はすでに第３水曜定休日。

建
築
物
防
災
週
間

　

３
月
１
日
㈪
～
７
日
㈰
は
建

築
物
防
災
週
間
で
す
。

　

本
週
間
は
、
火
災
、
地
震
、

が
け
崩
れ
な
ど
に
よ
る
建
築
物

の
被
害
や
人
的
被
害
を
防
止

し
、
安
心
し
て
生
活
で
き
る
空

間
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

　

建
築
物
の
所
有
者
・
管
理
者

の
皆
さ
ん
は
、
建
築
物
や
昇
降

機
の
適
切
な
維
持
保
全
を
お
願

い
し
ま
す
。

問　

建
築
指
導
課

　
　

☎
（21）
１
４
８
７

問 　温泉課　☎２１ー１１２９

▲市ＨＰ
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28 29 30 31 R2 （年度）

（人）

市
職
員
の
給
与
と
職
員
数
の
状
況

◎一般行政職の初任給

大学卒 短大卒 高校卒

188,700 円 165,900 円 154,900 円

[ 令和２年４月１日現在 ]　

◎特別職の報酬など

区分 給料・報酬月額 期末手当支給割合

市長 894,000 円 平成 31 年度
６月期　1.675 月

12 月期　1.725 月
計　　3.400 月

令和２年度
６月期　1.700 月

12 月期　1.650 月
計　　3.350 月

副市長 742,000 円

議長 551,000 円

副議長 496,000 円

議員 463,000 円

　　　　　　　　　　　　　  [ 令和２年４月１日現在 ]

◎職員の平均給料月額・平均年齢など

区分
平均給料月額 期末勤勉手当

支給割合【平均年齢】
一般

行政職
331,900 円 平成 31 年度

６月期　2.225 月
12 月期　2.275 月

計　　4.500 月
令和２年度

６月期　2.250 月
12 月期　2.200 月

計　　4.450 月

【44 歳３月】

消防職
273,500 円

【34 歳８月】
技能

労務職
287,100 円

【42 歳１月】
　　　　　　　　　　　　　　　[ 令和２年４月１日現在 ]

◎職員数の状況（各年４月１日現在）
消防公営企業

教育 一般行政

987 967 952 9501,012

　

令
和
元
年
度
普
通
会
計

の
人
件
費
決
算
額（
注
１
）

は
、
86
億
５
９
０
０
万
円

（
歳
出
に
占
め
る
人
件
費

の
割
合
は
17
・
４
％
）で

し
た
。
こ
の
う
ち
職
員
の

給
与
費（
注
２
）は
、
51
億

６
６
７
２
万
円
で
す
。
令

和
２
年
４
月
１
日
現
在
の

職
員
数
は
、
950
人
で
平
成

28
年
と
比
較
し
て
62
人
の

減
と
な
っ
て
い
ま
す
。

注
１
…
特
別
職（
市
長
・

　

議
員
な
ど
）に
支
給
さ

　

れ
た
給
料
・
報
酬
・
退

　

職
手
当
を
含
む

注
２
…
給
料
＋
職
員
手
当

　
（
退
職
手
当
は
含
ま
ず
）

　　
の
額

※
詳
細
は
別
府
市
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ

　

ま
す
。

HP
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
↓
市
政

↓
人
事
・
行
政
↓
「
別
府

市
の
給
与
・
定
員
管
理
等
」

（
令
和
２
年
度
公
表
分
は

４
月
末
に
掲
載
予
定
）

問 　

職
員
課

 　
　

☎
（21）
１
１
１
５

市社会教育施設の予約方法が変わります
　市社会教育施設の貸館などの予約は、４月から窓口や電話での
受付を廃止し、現在運用している「おおいた公共施設案内・予
約システム」のみで受け付けます。
◆毎月１日の先着順による窓
　口での申請をする必要がな
　くなります。毎月１日～５
　日の間に予約システムを利
　用して予約してください。
◆受付期間内に利用希望日などが重複した場合は、予約システ

ムによる自動抽選で決定します。
※予約システムの利用には、事前の登録と本人確認が必要です。
※システムが利用できない人は、各施設で
　職員が代理でシステムでの予約をします。
問 　社会教育課　☎２１－１５８７

10 月～令和４年３月まで
別府市公会堂は休館します
　別府市公会堂は、大ホールなどの改修工
事を実施するため、10 月～令和４年３月ま
で休館します。その間は住民票などの発行
業務も停止します。
問 　社会教育課　☎２１－１５８７

◀
予
約
シ
ス
テ
ム

（イメージ）
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部落差別問題を理解し、人権意識を高めましょう
　部落差別問題は、日本社会の歴史的過程で形づくられた
身分差別により、国民の一部の人々が長い間、経済的、社
会的、文化的に低位の状態を強いられ、今なお日常生活で
様々な差別を受けるなど、日本固有の重大な人権問題です。
　この問題の解決に向け、昭和 44 年に同和対策事業特別
措置法が施行され、生活環境の改善、福祉や教育、産業基
盤の整備など、社会のあらゆる分野においての人権を保障
する取組が進められました。しかし、現在も土地差別、身
元調査による結婚差別や就職での差別、インターネット上
の差別を助長する書き込み・誹謗・中傷・全国部落地名総
監の流布などが後を絶ちません。
　部落差別が現在もなお存在することを背景に、平成 28
年 12 月 16 日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が
施行され、部落差別は許されないものであることが明記さ
れています。別府市でも「別府市部落差別等の解消を推進
し人権を擁護する条例」と「差別解消の推進に関する基本
方針・実施計画」に基づき啓発を行っています。
　差別をなくすために、私たち一人一人が部落差別問題を
正しく理解し、日本国憲法で保障されている基本的人権が
尊重される社会の実現を目指していきましょう。

身元調査につながる不正取得を防ぐために
～登録型本人通知制度について～

　「登録型本人通知制度」とは、住民票の写しや戸籍謄抄
本などを本人ではない代理人や第三者に交付した場合、事
前に登録した人に対して、交付した事実を通知するもので
す。登録型本人通知制度の活用により個人情報の不正請求
や不正取得の早期発見と抑止が期待されています。この制
度を積極的に活用し、私たちの人権を守りましょう。

（ 申  ・ 問 　市民課　☎ 21-1135）
※人権啓発センターでも登録申込みができるようになりま
　した。
３月の無料人権相談 お気軽にご相談を（予約優先）
日時　３月 10 日（水）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
場所　市役所２階　２Ｆ－１会議室
問 　人権同和教育啓発課　☎２１－１２９１

わたしたちのねがい

人
権
相
談（
要
予
約
）

　

部
落
差
別
問
題
を
は
じ
め
と
し

子
ど
も
に
関
す
る

弁
護
士
専
門
相
談

　

一
人
で
悩
み
を
抱
え
ず
に
、

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

３
月
25
日
㈭

　
　
　

16
時
～
18
時

場
所　

光
の
園
子
ど
も
家
庭
支

　

援
セ
ン
タ
ー
内
（
荘
園
）

内
容　

子
ど
も
や
子
育
て
環
境

に
関
す
る
悩
み
を
、
法
律
や

人
権
の
観
点
か
ら
弁
護
士
に

相
談
で
き
ま
す
。

※
無
料
。
１
人
30
分
程
度
。

※
要
予
約
。

　

電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申

問　

別
府
市
子
ど
も
家
庭

総
合
支
援
拠
点
（
光
の
園
）

　

☎
０
８
０（
３
３
７
１
）０
８
７
４

地
区
体
育
館
・
野

口
ふ
れ
あ
い
体
育

館
の
名
称
変
更

　

４
月
か
ら
地
区
公
民
館
の
体

育
館
は
「
公
民
館
体
育
室
」

に
、
野
口
ふ
れ
あ
い
体
育
館
は

「
野
口
ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン

タ
ー
体
育
室
」
に
名
称
を
変
更

し
ま
す
。

問　

社
会
教
育
課

　
　

☎
（21）
１
５
８
７

『子育て』
ひとりで悩まないで！

　子育てに不安はつきものです。悩みをひと
りで抱え込まずに、身近な誰かに胸の内を話
してみましょう。身近な人に話しづらい場合
は、下記へお気軽にご相談ください。

問　別府市子ども家庭総合支援拠点
　　子育て支援課　☎２１－１２３９

相 談 連 絡 先 【24 時間対応】
◆児童相談所全国共通ダイヤル
　☎１８９（いちはやく）
◆いつでも子育てほっとライン
　☎０１２０－４６２－１１０
◆別府市子ども家庭総合支援拠点光の園
　☎０９０－１３４８ー０８７４
　☎０８０－３３７１ー０８７４

ふ
れ
あ
い
農
園

利
用
者
募
集

　

大
自
然
と
澄
み
き
っ
た
空
気

の
中
で
野
菜
や
草
花
を
育
て
る

楽
し
さ
を
味
わ
っ
て
み
ま
せ
ん

か
。

農
園
場
所　

別
府
市
大
字
東
山

城
島
（
城
島
バ
ス
停
前
）

利
用
で
き
る
人　
市
内
在
住
の
人

１
区
画
面
積　

約
20
㎡

利
用
料　

６
千
円
（
年
額
）

※
年
度
途
中
の
申
込
は
月
割
り

　
（
月
500
円
）
と
な
り
ま
す
。

申

問　

農
林
水
産
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
３
３

た
人
権
問
題
に
関
す
る
各
種
相
談

を
電
話
や
面
接
で
お
受
け
し
ま
す
。

日
時　

毎
週
月
～
金
曜
日　

　
９
時
～
16
時（
受
付
15
時
30
分
ま
で
）

※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

場 

所
・
申
問　

人
権
啓
発
セ

ン
タ
ー
（
石
垣
東
10
丁
目
）

　

☎
（23）
６
１
６
３
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※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

市
役
所
中
庭

短
歌
　︻
選
者　

伊
勢
方
信
、
草
本
貴
美
子
︼

若
き
ら
が
ア
ニ
メ
の
聖
地
と
参
拝
す
竈
門
神
社
に
令
和
の
息
吹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
　
　
　
岸
本
　
恵
美

湯
け
む
り
の
立
ち
昇
り
ゆ
く
町
並
み
に
雪
降
り
し
き
る
白
を
競
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
府
市
　
　
　
野
上
　
善
哉

こ
の
街
を
見
守
り
て
こ
し
観
覧
車
回
り
ゐ
る
か
と
日
日
確
か
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
府
市
　
　
　
宮
武
　
千
津
子

俳
句
　︻
選
者　

甲
斐
梶
朗
、
古
賀
宣
道
︼

大
空
に
千
の
湯
け
む
り
鳥
渡
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
　
　
　
神
足
　
律
子

技
競
ふ
竹
の
館
も
時
雨
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
府
市
　
　
　
菊
池
　
武
美

ゆ
け
む
り
の
風
が
風
追
ふ
小
春
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
佐
市
　
　
　
田
中
　
英
俊

川
柳
　︻
選
者　

小
代
千
代
子
、
遠
藤
隆
久
︼

温
泉
に
魅
せ
ら
れ
移
住
決
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
府
市
　
　
　
糸
永
　
睦
子

熊
八
が
両
手
拡
げ
て
ウ
ェ
ル
カ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
府
市
　
　
　
若
原
　
里
美

去
年
今
年
ゆ
る
り
と
過
す
湯
の
け
む
り　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
出
町
　
　
　
高
田
　
英
子

た
く
さ
ん
の
ご
応
募
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

優
秀
作
品
は
鉄
輪
地
獄
地
帯
公
園
（
山
地
獄
東
隣
）
内
の
詩
歌
ボ
ー
ド
に

３
月
下
旬
か
ら
掲
示
し
ま
す
。

問　

文
化
国
際
課　

☎
（21）
１
１
３
１

令
和
２
年
度 

別
府
湯
け
む
り
文
学
優
秀
作
品
決
定

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
実
証
実
験
の
結
果

イ
ベ
ン
ト
の
共
催

　

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
出
店
に
合

わ
せ
て
、
別
府
市
民
フ
ィ
ル
ハ

ー
モ
ニ
ア
管
弦
楽
団
に
よ
る
音

楽
会
を
10
回
開
催
し
ま
し
た
。

開
催
日
の
利
用
者
数
は
約
20
％

増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ベ

ン
ト
と
の
共
催
が
効
果
的
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

憩
い
の
場
と
し
て
活
用

　

別
府
市
庁
舎
中
庭
を
有
効
活

用
す
る
た
め
、
令
和
２
年
10
月

１
日
～
12
月
18
日
ま
で
、
お
昼

の
時
間
を
中
心
に
キ
ッ
チ
ン
カ

ー
に
よ
る
食
品
移
動
販
売
の
実

証
実
験
を
行
い
ま
し
た
。

　

市
報
11
月
号
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
広
報
を
し
た
結
果
、
延
べ

５
千
234
人
に
ご
利
用
い
た
だ
き

ま
し
た
。
市
役
所
来
庁
者
の
一

定
数
の
利
用
が
見
込
め
る
こ
と

や
、
ラ
ン
チ
な
ど
の
で
き
る
憩

い
の
場
と
し
て
の
可
能
性
を
確

認
で
き
ま
し
た
。

　

今
後
は
再
び
キ
ッ
チ
ン
カ
ー

の
導
入
に
向
け
、
こ
の
事
業
を

市
民
の
皆
さ
ん
へ
浸
透
さ
せ
る

た
め
の
Ｐ
Ｒ
方
法
や
営
業
時
間

に
つ
い
て
な
ど
を
調
査
検
討

し
、
さ
ら
な
る
中
庭
の
有
効
活

用
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

◆実績（出店日数 55 日間）◆　
延べ利用者数　5,234 人
１日平均利用者数　95 人
１日最多利用者数　175 人 ※音楽会開催日

申
問　

総
務
課
管
財
係　

☎
（21）
１
１
１
８

食品移動販売の事業者
募集期間　３月１日（月）～ 12 日（金）
販売予定期間　３月 22 日（月）～５月 28 日（金）
募集の詳細は市ホームページをご覧ください。

募 集

　175 人 ※音楽会開催日


